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 川口市市民参加条例（案） 川口市の既存の要綱 八王子市市民参加条例 西東京市市民参加条例 大和市市民参加推進条例 吉川市市民参画条例 
パブリックコ
メント 
（実施） 

（パブリック・コメント手続） 
第９条 執行機関は次に掲げる
政策等の策定をする場合は、パブ
リック・コメント手続を実施しな
ければならない。ただし、第６条
第２項に掲げる事項を除く。 
(1)総合計画等市の基本的な政策
を定める計画、個別行政分野にお
ける施策の基本方針その他基本
的な事項を定める計画の策定又
は改定 
(2) 市の基本的な制度を定める
条例及び市民等に義務を課し、又
は権利を制限する条例（金銭徴収
に関する条項を除く。）の制定又
は改廃に係る案の策定 
(3)その他執行機関が必要と認め
るもの 

【実施要綱】（対象） 
第３条 パブリック・コメント手
続の対象となる政策等の策定
は、次に掲げるとおりとする。 
(1)総合計画等市の基本的な政策
を定める計画、個別行政分野にお
ける施策の基本方針その他基本
的な事項を定める計画の策定又
は改定 
(2) 次に掲げる条例の制定又は
改廃に係る案の策定 
ア 市の基本的な制度を定め
る条例 
イ 市民等に義務を課し、又
は権利を制限する条例（金銭
徴収に関する条項を除く。） 

(3)その他執行機関が必要と認め
るもの 

 （市民意見提出手続の実施） 
第 13条 実施機関は、市民の多
様な意見、情報、知識等（以下「意
見等」という。）を幅広く収集す
る必要がある場合は、次条から第
16条までに定める手続（以下「市
民意見提出手続」という。）を実
施する。 

  (パブリック・コメントの実施) 
第 17条 市の機関は、事案に対
する多様な意見を幅広く収集す
る必要がある場合には、パブリッ
ク・コメントを実施します。 
 

（ 実 施 の 公
表） 

第１０条 執行機関は、パブリッ
ク･コメント手続きを実施しよう
とするときは、あらかじめ次に掲
げる事項の公表をしなければな
らない。 
（１）政策等の案を作成した趣旨
及び目的並びに背景 
（２）政策等の案を立案する際に
整理した市の考え方と論点 
（３）市民が当該政策等の案を理
解するために必要な関係資料 

【実施要綱】（政策等の案の公表
等） 
第５条 実施機関は、政策等の策
定をしようとするときは、当該政
策の策定の意思決定前の適切な
時期に、政策等の案を公表するも
のとする。 
 ２ 実施機関は、前項の規定に
より政策等の案を公表するとき
は、併せて次に掲げる資料を公表
するものとする。 
（１）政策等の案を作成した趣旨
及び目的並びに背景 
（２）政策等の案を立案する際に
整理した市の考え方と論点 
（３）市民が当該政策等の案を理
解するために必要な関係資料 
 ３ 前２項の規定による公表
は、市ホームページの掲載並びに
所管課及び市政情報コーナーで
の閲覧の方法により行うものと
する。 

（パブリックコメント手続） 
第８条 実施機関は、パブリック
コメント手続を実施しようとす
るときは、あらかじめ、対象とす
る事案その他別に定める事項を
公表しなければならない。 
 

（実施の公表） 
第 14条 実施機関は、市民意見
提出手続を実施しようとすると
きは、あらかじめ規則で定める事
項を公表しなければならない。 

 (意見公募手続の実施) 
第 15条 執行機関は、意見公募
手続を実施しようとするとき
は、次に掲げる事項を公表しなけ
ればならない。 
(1) 対象事項の案及び当該案に
関する資料 
(2) 対象事項の案を作成した趣
旨、目的又は背景 
(3) 意見の提出先、提出方法及
び提出期限 
(4) その他執行機関が必要と認
める事項 

(実施に当たっての公表事項) 
第 18条 市の機関は、パブリッ
ク・コメント手続により意見を求
めようとするときは、次の事項を
公表するものとします。 
(1) 対象とする事項の案 
(2) 対象とする事項の案を作成
した趣旨、目的など 
(3) 市の機関が必要と認める資
料 
(4) 意見の提出方法、提出期間
と提出先 
(5) 検討結果の公表の予定時期 

（提出期間） 第１１条 執行機関は、前条にお
ける政策等の案を公表した日か
ら起算して３０日以上の期間を
設けて、意見を募集しなければな
らない 

【実施要綱】（意見等の提出） 
第７条 実施機関は、政策等の案
等の公表の日から３０日以上の
期間を設けて、政策等の案につい
ての意見等の提出を受けるもの
とする。 

３ パブリックコメント手続に
おける意見の提出期間は、30 日
以上とし、意見の提出を求める事
案の内容に応じて適切に定める
ものとする。 

２ 市民意見提出手続を実施し
た場合の意見等の提出期間は、１
月以上とし、意見等の提出を求め
る事案の内容に応じて適切に定
めるものとする。 

2 意見の提出期間は、30日以上
とする。 
 

2 パブリック・コメント手続に
おける意見の提出期間は、1月以
上とします。 

 ただし、当該期間を設けることが
できない特別な事情があるとき
は、この限りではない。 

 ただし、緊急の必要がある場合そ
の他やむを得ない理由により 30
日の期間を確保できない場合
は、この限りでない。 
４ 実施機関は、前項ただし書の
規定により意見の提出期間とし
て 30日を確保できない場合は、
その理由を公表しなければなら
ない。 

ただし、緊急の必要がある場合そ
の他やむを得ない理由により１
月の期間を確保できない場合
は、この限りでない。 

3 前項の規定にかかわらず、執
行機関は、やむを得ない理由があ
るときは、30 日を下回る提出期
間を定めることができる。この場
合においては、前条の規定による
公表の際その理由を明らかにし
なければならない。 
 

ただし、緊急の必要がある場合そ
の他やむを得ない理由により 1
月の期間を確保できない場合
は、この限りではありません。 

（意見の提出
方法） 

２ 前項に規定する意見の提出
方法は、次に掲げるとおりとす

２ 前項に規定する意見の提出
方法は、次に掲げるとおりとす

 （意見等の提出方法等） 
第 15条 実施機関は、市民の意

(意見の提出方法等) 
第 16条 意見公募手続における

(意見の提出方法) 
第 19条 パブリック・コメント

資料２６
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る。 
(1)書面の持参 
(2)郵送 
(3)ファクシミリ 
(4)電子メール 
(5)前各号に掲げるもののほか、
執行機関が必要と認める方法 
 

る。 
(1)書面の持参 
(2)郵送 
(3)ファクシミリ 
(4)電子メール 
(5)前各号に掲げるもののほか、
執行機関が必要と認める方法 
 

見等を募集するときは、郵便、フ
ァクシミリ、電子メール等の方法
によるものとする。 
 

意見の提出方法は、次のとおりと
する。 
(1) 郵便等 
(2) ファクシミリ 
(3) 電子メール 
(4) 執行機関が指定する場所へ
の書面の持参 
(5) その他執行機関が必要と認
める方法 
 

手続における意見の提出方法
は、次に掲げる方法とします。 
(1) 郵便又は民間事業者による
信書の送達に関する法律(平成 14
年法律第 99号)第 2条第 6号に規
定する一般信書便事業者、同条第
9 項に規定する特定信書便事業
者若しくは同法第3条第4号に規
定する外国信書便事業者による
同法第2条第2項に規定する信書
便による送付 
(2) ファクシミリによる送信 
(3) 電子メールによる送信 
(4) 市の機関が指定する場所へ
の書面による提出 
(5) 前各号に掲げるもののほ
か、市の機関が必要と認める方法

（住所・氏名の
明示） 

３ 意見を提出しようとする市
民等は、住所、氏名その他市民等
であることを示す事項を明らか
にするものとする。 
 

３ 意見等を提出しようとする
市民等は、住所、氏名その他の市
民等であることを示す事項を明
らかにするものとする。 

２ パブリックコメント手続に
より意見を提出する市民は、原則
として住所及び氏名を明らかに
しなければならない。 
 

３ 意見等を提出する市民は、原
則として住所、氏名等を明らかに
しなければならない。 
 

4 意見を提出しようとする者
は、住所、氏名その他執行機関が
必要と認める事項を明らかにし
なければならない。 
 

3 パブリック・コメント手続に
より意見を提出しようとするも
のは、個人の場合は住所と氏名、
団体の場合は主な事務所の所在
地、名称と代表者名を明らかにし
なければなりません。 

（ 意 見 の 考
慮） 

第１２条 執行機関は、市民から
前項における意見が提出された
ときは、当該市民の意見を行政運
営に反映させるよう努めなけれ
ばならない。 

【実施要綱】（意思決定にあたっ
ての意見等の考慮） 
第８条 実施期間は、前条の規定
により提出された意見等を考慮
して、政策等の策定の意思決定を
行うものとする。 

    

（検討後の公
開事項） 

２ 執行機関は、前項における市
民から表明された意見について
は、これに対する考え方及びその
対応結果を公表しなくてはなら
ない。 
 

 ２実施機関は、政策等の策定の
意思決定を行ったときは、次に掲
げる事項を公表するものとす
る。ただし、川口市情報公開条例
（平成１２年条例第４９号）第７
条に規定する非公開情報に該当
するものは除く。 
（１）提出された意見等の概要 
（２）提出された意見等（案を修
正しなかった意見を含む。）に対
する実施機関の考え方 
（３）政策等の案を修正した場合
における当該修正内容 
（４）意思決定された政策等 
 ３ 第５条第３項の規定は、前
項の規定による公表の方法につ
いて準用する。 
【実施要綱】（結果の公表の周
知） 
第９条 実施機関は、前条第２項
の規定により同項各号に掲げる
事項（以下「結果」という。）の
公表をしたときは、その旨を周知
するものとする。 
 ２ 前項の規定による周知
は、広報誌への掲載の方法により
行うものとする。 
 ３ 前項に規定する広報誌の
掲載内容は、次に掲げるとおりと

５ 実施機関は、提出された意見
の検討を終えたときは、速やかに
次の事項を公開するものとする。 
(１) 提出された意見の内容 
(２) 提出された意見の検討結果
及びその理由 
 

（検討結果の公開） 
第 16条 実施機関は、提出され
た意見等の検討を終えたとき
は、速やかに次の事項を公開する
ものとする。 
(１) 提出された意見等の内容 
(２) 提出された意見等の検討結
果及びその理由 
 

(結果の公表) 
第 17条 執行機関は、意見公募
手続により提出された意見に対
する検討を終えたときは、非公開
情報を除き、速やかに次に掲げる
事項を公表しなければならない。
(1) 対象事項の題名 
(2) 対象事項の案の公表の日 
(3) 提出された意見又は提出さ
れた意見の概要 
(4) 提出された意見に対する検
討の結果及びその理由 

(検討結果の公表) 
第 20 条 市の機関は、前条第 1
項の規定により提出された意見
の検討を終えたときは、非公開情
報を除き、速やかに次の事項を公
表するものとします。 
(1) 提出された意見の内容 
(2) 提出された意見の検討結果
とその理由 
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する。 
（１）意思決定された政策等の名
称 
（２）結果の項目 
（３）結果の公表の方法 
（４）所管課名 

（ 再 度 の 手
続） 

    (再度の意見公募手続) 
第 18条 執行機関は、意見公募
手続により提出された意見に基
づき修正された対象事項の案
が、第 15条の規定により公表し
た対象事項の案と大きく異なる
ものとなったときは、再度意見公
募手続を実施するものとする。 

 

（その他）  【実施要綱】（委任） 
第１２条 この要綱に定めるも
ののほか、パブリック・コメント
手続の実施に関し必要な事項
は、実施機関が別に定める。 

６ 前各項に定めるもののほ
か、パブリックコメント手続に関
し必要な事項は別に定める。 
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市民説明会 
（実施） 

（懇談会、説明会） 
第１３条 執行機関は、附属機関
等による方法のほか、課題、問題
点等の説明を通して、広く複数の
市民の意見を聴取する必要があ
る場合は、説明会を開催しなけれ
ばならない。 

  （市民説明会の開催） 
第 17条 実施機関は、課題、問
題点等の説明を通して、複数の市
民の意見等を収集する必要があ
る場合は、市民と市及び市民同士
の自由な意見交換を目的とする
集まり（以下「市民説明会」とい
う。）を開催する。 

  (市民説明会の開催) 
第 21条 市の機関は、事案の説
明などを通して、複数の市民の意
見を収集する必要がある場合に
は、市民説明会を開催します。 

（事前公表） ３ 前２項の場合において、事前
に開催日時、開催場所、議題等を
公表し、開催記録を作成し公開し
なければならない。 
 

  （開催日時等の事前公表） 
第 18条 実施機関は、市民説明
会の開催に当たっては、開催日
時、開催場所、議題等を事前に公
表しなければならない。 

 (市民説明会開催の公表) 
第 22条 市の機関は、市民説明
会を開催するときは、規則で定め
るところにより開催日時、開催場
所、内容などを事前に公表するも
のとします。 

（ 資 料 の 充
実） 

   （資料の充実） 
第 19条 実施機関は、市民説明
会を開催する場合は、説明に係る
資料の充実を図る等参加者の理
解を深められるよう、努めるもの
とする。 

  

（開催記録等
の作成・公開） 

   （開催記録の作成及び公開） 
第 20条 実施機関は、市民説明
会を開催したときは、規則で定め
るところにより開催記録を作成
し、公開しなければならない。 

 2 市の機関は、市民説明会を開
催したときは、規則で定めるとこ
ろにより開催記録を作成し、公表
するものとします。ただし、非公
開情報は、公表しないものとしま
す。 

懇談会 
（ワークショ
ップ） 
（開催） 

（懇談会、説明会） 
第１３条  
２ 執行機関は、附属機関等によ
る方法のほか、課題、問題点等の
抽出と選択を通して、広く複数の
市民及び市民間の意見を聴取す
る必要がある場合は、懇談会を開
催しなければならない。 

  （市民ワークショップの開催） 
第 21条 実施機関は、課題、問
題点等の抽出と選択を通して、複
数の市民との一定の合意形成を
図る必要がある場合は、市民と市
及び市民同士の自由な議論によ
り市民意見の方向性を見出すこ
とを目的とする集まり（以下「市
民ワークショップ」という。）を
開催する。 

  (ワークショップの開催) 
第 23条 市の機関は、議論、共
同作業などを通して、複数の市民
との一定の合意形成を図る必要
がある場合には、ワークショップ
を開催します。 
 

（事前公表） ３ 前２項の場合において、事前
に開催日時、開催場所、議題等を
公表し、開催記録を作成し公開し
なければならない。 
 

  第 22条 第 18条から第 20条ま
での規定は、前条の場合において
準用する。 
→（開催日時等の事前公表） 
第 18条 実施機関は、市民説明
会の開催に当たっては、開催日
時、開催場所、議題等を事前に公
表しなければならない。 

(意見交換会等の開催等) 
第 14条 執行機関は、意見交換
会等を開催しようとするとき
は、あらかじめ開催日時、開催場
所、議題等を公表しなければなら
ない。 

(ワークショップ開催の公表) 
第 24条 市の機関は、ワークシ
ョップを開催するときは、規則で
定めるところにより開催日時、開
催場所、内容などを事前に公表す
るものとします。 

（ 資 料 の 充
実） 

   第 22条 第 18条から第 20条ま
での規定は、前条の場合において
準用する。 
→（資料の充実） 
第 19条 実施機関は、市民説明
会を開催する場合は、説明に係る
資料の充実を図る等参加者の理
解を深められるよう、努めるもの
とする。 

  

（開催記録・開
催 結 果 の 公
表） 

   第 22条 第 18条から第 20条ま
での規定は、前条の場合において
準用する。 

2 執行機関は、意見交換会等を
開催したときは、開催記録を作成
し、非公開情報を除き、速やかに

2 市の機関は、ワークショップ
を開催したときは、規則で定める
ところにより開催記録を作成
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→（開催記録の作成及び公開） 
第 20条 実施機関は、市民説明
会を開催したときは、規則で定め
るところにより開催記録を作成
し、公開しなければならない。 

公表しなければならない。 
3 執行機関は、意見交換会等で
述べられた意見に対する検討を
終えたときは、その結果を非公開
情報を除き、速やかに公表しなけ
ればならない。 

し、公表するものとします。ただ
し、非公開情報は、公表しないも
のとします。 
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審議会等 
（設置） 

（附属機関等の設置） 
第１５条 執行機関は、専門的な
知識、経験等に基づく審議による
答申や報告又は個人の知識や経
験に基づく自由な意見交換等に
よる提言が必要な場合には、附属
機関等を設置する。 

  （附属機関等） 
第７条 実施機関は、専門的･技
術的知識及び経験、学識経験等に
基づく審議により答申、報告等を
求める場合は、審議会等を設置す
る。 
２ 実施機関は、個人の知識、経
験に基づく自由な意見交換によ
り、提言等の取りまとめを求める
場合は、懇談会等を設置する。 

 (審議会の設置) 
第 11条 市の機関は、専門的な
知識、経験などに基づく審議によ
る答申や報告又は個人の知識や
経験に基づく自由な意見交換な
どによる提言が必要な場合に
は、審議会を設置します。 
 

（開催日時等
の公表） 

 ２ 執行機関は、附属機関等の
会議の開催に当っては、開催日
時、開催場所、課題等を事前に公
表しなければならない。ただし、
緊急に会議を開催する必要があ
る場合にはこの限りではない。 

【会議公開要項】（会議開催の事
前公表） 
第５条 審議会等の所管課長
は、会議の公開・非公開にかかわ
らず、会議を開催するに当たって
は、当該会議の開催予定日の７日
前までに、次に掲げる事項につい
て公表するものとする。ただし、
会議の開催について急を要する
場合その他やむをえない理由が
あるときは、この限りでない。 
（１）会議の名称 
（２）開催日時 
（３）開催場所 
（４）議題 
（５）公開・非公開の別 
（６）非公開の理由 
（７）傍聴人の定員 
（８）傍聴手続 
（９）問い合わせ先 
（１０）その他 
 ２ 前項の広報は、審議会等の
会議のお知らせを市政情報コー
ナーでの閲覧に供するととこ
に、市ホームページに掲載する方
法等により行うものとする。 

４ 実施機関は、審議会等の会議
の開催に当たっては、開催日時、
開催場所、議題等を事前に公表し
なければならない。ただし、緊急
に会議を開催する必要がある場
合は、この限りでない。 
 

２ 実施機関は、会議を非公開と
する場合を除き、会議の開催に当
たっては、開催日時、開催場所、
議題等を事前に公表しなければ
ならない。 
 

3 執行機関は、審議会等の会議
を開催しようとするときは、緊急
に会議を開催する必要がある場
合を除き、あらかじめ開催日時、
開催場所、議題、傍聴の手続等を
公表しなければならない。 

 

（公開） （会議公開の原則） 
第１６条 附属機関等の会議
は、公開とする。ただし、次のい
ずれかに該当するときは、当該会
議の全部又は一部を公開しない
ことができる。 
(1)当該審議会等の法令若しくは
条例の規定により、又は要綱等の
規定により会議が非公開とされ
ているとき。 
(2)川口市情報公開条例（平成１
２年条例第４９号）第７条各号に
規定する情報に該当する事項に
ついて審議等を行うとき。 
(3)当該会議を公開することによ
り、公正かつ円滑な議事運営に著
しい支障が生ずると認められる
とき。 

【会議公開要綱】（会議公開の原
則） 
第３条 審議会等の会議は、公開
とする。ただし、次のいずれかに
該当するときは、当該会議の全部
又は一部を公開しないことがで
きる。 
(1)当該審議会等の法令若しくは
条例の規定により、又は要綱等の
規定により会議が非公開とされ
ているとき。 
(2)川口市情報公開条例（平成１
２年条例第４９号）第７条各号に
規定する情報に該当する事項に
ついて審議等を行うとき。 
(3)当該会議を公開することによ
り、公正かつ円滑な議事運営に著
しい支障が生ずると認められる
とき。 

３ 実施機関は、審議会等の会議
を公開しなければならない。ただ
し、公開することにより支障が生
じると認められる場合は、この限
りでない。 
 

（会議公開の原則） 
第８条 実施機関は、附属機関等
の会議（以下「会議」という。）
を公開しなければならない。ただ
し、西東京市情報公開条例（平成
13年西東京市条例第 12号）第７
条各号に定める不開示情報を審
議する場合及び附属機関等にお
いて公開することにより円滑な
審議に支障が生ずると認める場
合は、この限りでない。 

(会議の公開等) 
第 11条 審議会等の会議は、公
開するものとする。ただし、次の
各号のいずれかに該当するとき
は、会議を公開しないことができ
る。 
(1) 条例等の規定により公開し
ないこととされているとき。 
(2) 会議の内容に非公開情報(大
和市情報公開条例(平成 12 年大
和市条例第 19号)第 7条各号に定
める情報をいう。以下同じ。)が
含まれるとき。 
2 執行機関は、審議会等が会議
を非公開とする場合には、その理
由を明らかにしなければならな
い。 

(会議の公開) 
第 12条 市の機関は、吉川市情
報公開条例(平成 12 年吉川市条
例第 16号。以下「情報公開条例」
といいます。)第 26条の規定によ
り審議会の会議を公開し、会議を
開催するときは、規則で定めると
ころにより開催日時、開催場所、
議題などを事前に公表するもの
とします。 
 

（傍聴） ２ 前項の規定により公開とさ ２ 前項の規定により公開とさ     
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れた会議について、傍聴希望者
は、傍聴することができる。 

れた会議について、傍聴希望者
は、傍聴することができる。 

  【会議公開要綱】（傍聴手続等）
第６条 審議会等は、公開する会
議における傍聴人の定員、傍聴に
かかる手続をあらかじめ定める
ものとする。 
 ２ 傍聴の受付は、先着順又は
抽選とする。 
 ３ 前項の抽選は、当該会議の
開始を遅延させないように行う
ものとする。 
【会議公開要綱】（会議の秩序維
持） 
第７条 審議会等の長は、会議を
公開するに当って、当該会議の秩
序の維持に努めなければならな
い。 
 ２ 審議会等の長は、傍聴人が
前項各号の遵守事項に従わない
ときは、これを制止し、その指示
に従わないときは、退室させるこ
とができる。 

    

（会議資料）  【会議公開要綱】（会議資料の提
供） 
第８条 審議会等の長は、会議を
公開するに当たっては、当該会議
に付する会議次第及び会議資料
を傍聴人に配布するよう努めな
ければならない。ただし、配布が
困難と認められる公募資料につ
いては、会議において傍聴人の閲
覧に供するものに努めるものと
する。 

 ３ 実施機関は、会議を公開する
場合は、会議に係る資料を傍聴者
の閲覧に供する等、傍聴者が会議
の内容について理解を深められ
るよう努めるものとする。 

  

（会議録の作
成・公開） 

（会議資料の作成・公開） 
第１７条 執行機関は、附属機関
等の会議の記録を作成し、これを
閲覧に供しなければならない。た
だし、川口市情報公開条例（平成
１２年条例第４９号）第７条各号
に定める非公開情報が記録され
ているときは、当該情報が記録さ
れている部分については、この限
りでない。 

【会議公開要綱】（会議録の写し
の閲覧） 
第９条 審議会等の長は、会議を
開催したときは、会議終了後速や
かに当該会議に係る会議録又は
その概要を作成し、当該会議録又
はその概要の写しを当該審議会
等の所管課及び市政情報コーナ
ーに備え置き、当該会議録に係る
会議を開催した日の属する年度
の翌年度の末日まで、市民の閲覧
に供するとともに、市ホームペー
ジに掲載するものとする。 
 ２ 審議会等は、会議の全部又
は一部を非公開とした場合であ
っても、条例第７条各号に規定す
る非公開情報に該当するものを
除き、当該会議に係る会議録又は
その概要を公開するように努め
るものとする。 
 ３ 会議録又はその概要は、次
に掲げる事項を記載し、当該会議
について、市民等が理解できるよ
うに努めるものとする。 

５ 実施機関は、審議会等の会議
の記録を作成し、これを閲覧に供
しなければならない。ただし、八
王子市情報公開条例（平成 12年
八王子市条例第 67号）第８条各
号に定める非公開情報が記録さ
れているときは、当該情報が記録
されている部分については、この
限りでない。 
 

（会議録の作成及び公開） 
第９条 実施機関は、開催した会
議については、会議録を作成しな
ければならない。 
２ 会議録は、これを公開しなけ
ればならない。 
３ 前項の場合において、会議録
に西東京市情報公開条例第７条
各号に定める不開示情報が記録
されているときは、同条例の例に
より公開する。 

(会議録の作成と公表) 
第 12条 執行機関は、審議会等
の会議を開催したときは、会議録
を作成し、非公開情報を除き、速
やかに公表しなければならな
い。ただし、会議を非公開とした
場合は、会議録を公表しないこと
ができる。 
 

2 市の機関は、審議会の会議が
開催されたときは、規則で定める
ところにより会議録を作成し、公
表するものとします。ただし、情
報公開条例第 7 条各号に規定す
る非公開情報に該当するもの(以
下「非公開情報」といいます。)
は、公表しないものとします。 
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【会議公開要綱】（運用状況の報
告及び公表） 
第１０条 当該審議会の所管課
長は、次に掲げる会議公開の運用
状況を取りまとめ、翌年度の４月
末日までに行政管理課長に報告
するものとする。 
（１）会議の開催状況 
（２）公開された会議の議題及び
回数 
（３）一部非公開された会議の議
題及び回数 
（４）非公開された会議の議題及
び回数 
（５）各回の傍聴人の数 
 ２ 行政管理課長は、毎年１回
審議会等の会議の公開に関する
状況について取りまとめ、これを
公表するものとする。 

（ 委 員 の 公
募） 

（附属機関等の委員の選任） 
第１８条 執行機関は、附属機関
等の委員を選任するに当たって
は、その設置趣旨及び審議内容に
応じて可能な限り市民から公募
しなければならない。 
 

【公募要綱】（公募の原則） 
第３条 審議会等の委員の一部
については、原則として、公募に
より専任するものとする。ただ
し、次のいずれかに該当する場合
は、公募しないこととする。 
（１）緊急又は迅速に設置するこ
とを要する場合 
（２）所掌する事項が、川口市情
報公開条例第７条各号に規定す
る非公開情報に係る事案を審議
するものである場合 
（３）法令等の規定により委員の
資格が定められており、公募によ
り委員を選任する余地のない場
合 
（４）その他極めて専門的な知識
を要するなど、委員を公募するこ
とが適当でないと認められる場
合。 

（審議会等） 
第９条 実施機関は、審議会等を
設置する場合は、その設置趣旨及
び審議内容に応じ、原則として公
募により選考された市民を審議
会等の構成員とするものとする。 
 

（市民公募） 
第 10条 実施機関は、附属機関
等を設置しようとする場合は、そ
の設置趣旨及び審議内容に応
じ、市民公募枠を確保するよう努
めるものとする。 
 

(委員の公募) 
第 9条 執行機関は、附属機関の
委員の選任に当たっては、法令の
規定により委員の構成が定めら
れている場合を除き、原則として
公募により選考する市民を含め
るものとする。 
 

 (公募による選任) 
第 14条 市の機関は、審議会を
構成する委員として選任できる
者には、法令の定めその他正当な
理由がある場合を除き、公募によ
り選任される者 (以下「公募委
員」といいます。)を含めるもの
とします。 
2 公募の実施や公募委員の選考
に関して必要な事項は、規則で定
めます。 

  【公募要綱】（公募委員の割合）

第４条 公募により選任する委
員の割合は、委員の定数又は総数
に対して、原則として１割以上と
し、公募委員の人数は、所管課等
が審議会等の設置の目的及び所
掌する事項を考慮して定めるも
のとする。 

  2 執行機関は、附属機関に類す
るものの委員の選任に当たって
は、原則として委員の総数の 3分
の 1 以上の公募により選考する
市民を含めるものとする。 

 

（ 委 員 の 構
成） 

２ 執行機関は、附属機関等の委
員について、幅広く人材を登用す
るよう努めるとともに、透明性及
び信頼性の高い運営を行うよう
努めなければならない。 

 ２ 実施機関は、審議会等の構成
員について、幅広く人材を登用す
るよう努めるとともに、透明性及
び信頼性の高い運営を行うよう
努めるものとする。 
 

（附属機関等の構成員） 
第 11条 附属機関等の構成員に
ついては、男女の比率、他の附属
機関等との重複等を考慮し、幅広
い人材を登用するよう努めるも
のとする。 
 

4 執行機関は、審議会等の委員
を公募により選考するに当たっ
ては、男女比、年齢構成、委員の
在期数及び他の審議会等の委員
との兼職状況に配慮し、市民の多
様な意見を反映するよう努める
ものとする。 

(委員の選任) 
第 13条 市の機関は、審議会の
委員を選任するときは、男女の比
率、公募による選任、委員の任
期、ほかの審議会の委員と重なっ
ていないかどうかなどを考慮
し、幅広い人材を登用するよう努
めなければなりません。 

（委員の兼
任・任期） 

 【公募要綱】（応募者の資格） 
第５条 公募に応募することが
できる者の資格は、所管課等が審

   (委員の兼任と任期) 
第 15条 審議会の委員は、原則
として 3 つ以上兼ねることはで
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議会等の設置の目的及び諸証す
る事項を考慮して定めるものと
する。 
【公募要綱】（任期等） 
第９条 公募委員の任期は、公募
以外の方法により選任した委員
の任期と同様とする。 
 ２ 公募委員の再任はできな
いものとする。ただし、補欠の公
募委員として就任した場合で、残
任期間が１年未満の間は、任期終
了後、次の任期に限り再任するこ
とができる。この場合において、
第７条及び前条の規定は適用し
ない。 

きません。ただし、臨時的又は時
限的に設置される審議会の委員
については、3つまで兼ねること
ができるものとします。 
2 審議会の委員の任期は、連続
して 3期までとします。ただし、
専門的な知識、経験などを必要と
する審議会の委員の場合は、この
限りではありません。 

（選考基準・選
考 結 果 の 公
表） 

 【公募要綱】（公募の方法） 
第６条 委員の公募にあたって
は、次に掲げる実行について記載
した、パンフレット等を市政情報
コーナーで閲覧に供するほか、広
報かわぐち、市ホームページに掲
載する方法等を活用し、周知する
ものとする。 
【公募要綱】（応募の方法） 
第７条 公募委員の応募の方法
は、所管課が定めた応募に関する
申込書を提出することにより行
うものとする。 
【公募要綱】（選考の方法） 
第８条 公募委員の選考の方法
は、申込書、小論文等による書類
選考、面接、抽選等のうちから所
管課等が定めるものとする。 
 ２ 所管課等は、公募委員の選
定のための委員会を設置し、選考
の基準を定めて公平に行うもの
とする。 
 ３ 選考の結果については、選
考後速やかに、応募した者に通知
するものとする。 
【公募要綱】（所管課等の作業） 
第１０条 所管課等は、第３条の
規定を勘案して委員の公募を行
うことの適否を決定し、公募を行
う場合は次に掲げる事項等を要
領に定めて、公募の事務を行うも
のとする。 

  3 執行機関は、審議会等の委員
を公募するに当たっては、選考基
準その他選考の方法をあらかじ
め公表しなければならない。 
5 執行機関は、審議会等の委員
を公募により選考したときは、速
やかに応募の状況その他の選考
の結果を公表しなければならな
い。 

 

（委員の氏名
等の公表） 

   （附属機関等の構成員等の公開）
第 12条 市長は、附属機関等に
ついて構成員、選任区分等を毎年
１回公開するものとする。 
 

 (委員の氏名等の公表) 
第 10条 執行機関は、審議会等
の委員を選任したときは、次に掲
げる事項を公表しなければなら
ない。 
(1) 委員の氏名 
(2) 委員の選任区分 
(3) 附属機関の委員に公募によ
り選考された市民が含まれてい
ない場合には、その理由 
(4) 附属機関に類するものにお

 (委員の公表) 
第 16条 市の機関は、審議会の
委員を選任したときは、委員の氏
名、選任の区分と任期を公表する
ものとします。この場合におい
て、構成員に公募委員がいないと
きは、併せてその理由を公表する
ものとします。 
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いて、公募により選考された市民
の委員の数が、委員の総数の 3分
の 1の数に満たない場合には、そ
の理由 

（その他）  【会議公開要綱】（委任） 
第１１条 この要綱に定めるも
ののほか、審議会等の会議の公開
等に関し必要な事項は、それぞれ
の審議会等において別に定める。

６ 前各項に定めるもののほ
か、会議に関し必要な事項は別に
定める。 
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アンケート （アンケート調査） 

第１４条 執行機関は、一定の質
問形式で多くの市民の意見を聴
取する場合、アンケート調査を実
施することができる。 
２ 執行機関は、前項の規定によ
りアンケート調査を行うとき
は、その目的を明らかにしなけれ
ばならない。 
３ 執行機関は、第１項の規定に
よりアンケート調査を行うとき
は、その結果を公表しなければな
らない。 
 

    (意向調査の実施等) 
第 13条 執行機関は、意向調査
を実施するに当たっては、その目
的を明らかにし、回答に必要な情
報を併せて提供しなければなら
ない。 
2 執行機関は、意向調査を実施
したときは、その結果を非公開情
報を除き、速やかに公表しなけれ
ばならない。 

 

市民投票 川口市市民投票条例   （市民投票の実施） 
第 23条 市長は、特に重要な政
策で市民の意思を直接問う必要
があると認める場合は、市民投票
を実施することができる。 
２ 前項の場合において、投票に
付すべき事項、投票の期日、投票
資格者、投票の方法、投票結果の
公表その他必要な手続について
は、別に条例で定める。 
第７節 その他の手続 
（その他の市民参加手続の設定）
第 24条 実施機関は、第２節か
ら前節までに定めるもののほ
か、より効果的と認められる市民
参加手続がある場合は、これを積
極的に用いるよう努めるものと
する。 
 

  (住民投票の実施) 
第 25条 市長は、市政に関する
重要な事項について、広く市民の
意思を確認するために、必要に応
じて住民投票を実施することが
できます。 
2 住民投票を行う場合は、投票
する事項ごとに、投票の期日、投
票の資格、投票の方法、投票結果
の公表その他必要な手続を規定
した条例を別に定めるものとし
ます。 
(住民投票の請求と発議) 
第 26条 市民のうち、選挙権が
ある者は、法第 74条第 1項の規
定により、その総数の 50 分の 1
以上の者の署名を集めることに
より、住民投票について規定した
条例を制定することを市長に請
求することができます。 
2 市議会の議員は、法第 112条
第 1項と第 2項の規定により、議
員定数の 12分の 1以上の市議会
議員の賛成により、住民投票につ
いて規定した条例を市議会に提
出することができます。 
3 市長は、住民投票について規
定した条例を市議会に提出する
ことができます。 

意見提出手続 （意見の提出） 
第１３条 執行機関は、市民から
市政に関する意見が提出があっ
た場合には誠実に回答するよう
努めなければならない。 
 ２ 執行機関は、前項の規定に
基づき市民から提出された意見
については、これに対する考えか
た及びその対応の結果を公表す
るように努めなければならない。 

    (政策提案の提出等) 
第 19 条 市民は、市民 10 人以
上の連署をもって、その代表者か
ら現状の課題、提案の内容、予想
される効果等を記載した具体的
な政策を執行機関に対して提案
することができる。ただし、法令
の規定により提案の手続が定め
られている事項については、当該
法令の規定によることとする。 
2 執行機関は、前項本文の規定
により提案された政策について
総合的に検討し、提案の内容並び
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に検討の結果及びその理由を、非
公開情報を除き公表するととも
に、当該提案に係る代表者に通知
しなければならない。 
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推進審議会   （推進審議会の設置等） 

第 11条 市民参加条例の適切な
運用を図るため、市長の附属機関
として、八王子市市民参加推進審
議会（以下「推進審議会」とい
う。）を置く。 
 

 (設置) 
第 21条 この条例に基づく市民
参加を推進するため、地方自治法
第 138 条の 4 第 3 項の規定に基
づき、大和市市民参加推進・評価
会議(以下「推進・評価会議」と
いう。)を置く。 

(設置) 
第 32条 市民参画の推進に関す
る基本的な施策や重要な事項を
調査審議するため、吉川市市民参
画審議会 (以下「市民参画審議
会」といいます。)を設置します。

（管轄）   ２ 推進審議会は、市長の諮問に
応じ、次に掲げる事項を審議す
る。 
(１) この条例の運用に関するこ
と。 
(２) 新たな市民参加の方法に関
すること。 
(３) 前２号に掲げるもののほ
か、市民参加の推進に関し必要な
事項 
 

 (所掌事務等) 
第 22条 推進・評価会議は、次
に掲げる事項について、執行機関
の諮問に応じ調査及び審議し、又
は執行機関に意見を述べるもの
とする。 
(1) 第 8 条の規定により取りま
とめられた市民参加の手続の実
施予定の評価に関する事項 
(2) この条例の規定による市民
参加の手続の実施状況の評価に
関する事項 
(3) この条例の改正又は廃止に
関する事項 
(4) その他市民参加の推進に関
する事項 
2 推進・評価会議は、必要があ
ると認めるときは、会議に関係者
の出席を求め、意見又は説明を聴
くことができる。 
3 執行機関は、市民参加に関す
る市民からの意見その他市民参
加の推進に関する情報を推進・評
価会議に提供するものとする。 
4 推進・評価会議は、第 1項各
号に掲げる事項の審議を行うに
当たっては、市民の意見を聴くよ
う努めなければならない。 

(所掌事務) 
第 33条 市民参画審議会は、次
に掲げる事項について、市長の諮
問に応じたり、市長に意見を述べ
たりするために調査審議します。
(1) 市民参画手続の運用状況に
関すること。 
(2) この条例の見直しに関する
こと。 
(3) 前 2 号に掲げるもののほ
か、市民参画の推進に関する基本
的な事項 
 

（組織）   ３ 推進審議会は、次に掲げる者
のうちから市長が委嘱する委員
８人以内をもって組織する。 
(１) 公募による市民 
(２) 学識経験者 
(３) 前２号に掲げるもののほ
か、市長が必要と認める者 
４ 推進審議会の委員の任期
は、２年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合におけ
る補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。 
 

 (組織等) 
第 23条 推進・評価会議は、次
に掲げる者のうちから市長が委
嘱する 10人以内の委員をもって
組織する。 
(1) 市長が行う公募に応じた市
民 
(2) 学識経験を有する者 
(3) その他市長が必要と認める
者 
2 市長は、前項の規定により委
員を委嘱する場合には、原則とし
て委員の総数の2分の1以上を同
項第 1 号に掲げる者としなけれ
ばならない。 
3 委員の任期は、2 年とする。
ただし、委員が欠けた場合におけ
る補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。 
 

(組織) 
第 34条 市民参画審議会は、委
員 10人以内で組織します。 
2 委員は、次に掲げる者のうち
から市長が委嘱します。 
(1) 公募に応じた者 
(2) 市内において市民活動を行
う団体が推薦する者 
(3) 学識経験者 
3 市長は、前項第 1号に掲げる
者を委嘱する場合は、その委員数
が 3 人を下回らないよう努める
ものとします。 
4 委員の任期は、2 年としま
す。ただし、補欠委員の任期は、
前任者の任期で残っている期間
とします。 
5 委員は、連続して 3期を超え
ない範囲で再任されることがで
きます。 

   ５ 前各項に定めるもののほ    
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か、推進審議会の運営に関し必要
な事項は別に定める。 
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条例の見直し （条例の見直し） 

第  条 市長は、この条例の運
用状況、効果等について継続的に
検証し、必要に応じ見直しをする
ものとする。 

 （条例の見直し） 
第 12 条 市は、この条例の運用
状況、効果等について継続的に検
証し、必要に応じ見直しを行うも
のとする。 
 

（この条例の見直し） 
第 26 条 市は、この条例の趣旨
及び目的に照らし、この条例が市
にふさわしいものであるかどう
かを継続的に検証し、必要がある
と認める場合は見直しを行う等
の措置を講ずるものとする。 

 (条例の見直し) 
第 35 条 市長は、社会情勢や市
民参画の状況に応じて、この条例
の見直しを行うものとします。 
 

条例の委任 （委任） 
第  条 この条例の施行に関
し必要な事項は、規則で定める。 

 （委任） 
第 13 条 この条例の施行につい
て必要な事項は、市規則で定め
る。 

（委任） 
第 27 条 この条例の施行に関し
必要な事項は、規則で定める。 

(委任) 
第 24 条 この条例の施行に関し
必要な事項は、執行機関が別に定
める。 

(委任) 
第 36 条 この条例に定めるもの
のほか、この条例の施行に関して
必要な事項は、規則で定めます。

 


